令和９年度　社会福祉法人会津児童園職員募集　要項

１．　採用職種等について
　　　保育士　　　３名　　（令和８年度保育士資格取得見込者）

２．　採用試験
　　　（１）日　　時　　　令和８年７月１５日（水）　１０時受付
　　　（２）試験会場　　　会津児童園サポートセンター
　　　（３）試験内容　　　作文・面接
３．　受験申込手続き
　　　（１）申込み先　　社会福祉法人会津児童園（児童養護施設）
　　　　　　　　　　　　〒969-5141　会津若松市大戸町小谷川端７９番地
　　　　　　　　　　　　℡　0242-92-3250　　Fax　0242-92-3259　　　　　　　　
　　　（２）申込期間　　令和８年６月３０日（火）まで
　　　（３）提出書類　　履歴書、卒業見込証明書、成績証明書
資格取得見込証明書、健康診断書
こども性暴力防止法に基づく誓約書
４．　勤務条件等
　　　（１）採 用 形 態   正規職員
　　　（２）基本給　　 　[ 短大卒 ]　１６６，４００円　
　　　　　　給与改善手当・業務手当　　１５，０００円（変動有）
処遇改善手当　　　　　　　　９，０００円
給与等支給計　　　　　　１９０，４００円
　　　　

基本給　 　　[ 大学卒 ]　１８２，２００円
　　　　　　給与改善手当・業務手当　　１６，０００円（変動有）
処遇改善手当　　　　　　　　９，０００円
給与等支給計　　　　　　２０７，２００円

　　　（３）賞　　　与　　年２回計４．２ヶ月
　　　（４）諸　手　当　　通勤手当、住宅手当、宿直手当、寒冷地手当
　　　　　　　　　　　　　扶養手当

　　　（５）退職金制度　　あり　（市・県共済事業、福祉医療機構）




　　　（６）勤務時間等
　　　　　　A　　５：４５～１３：４５
　　　　　　B　１３：３０～２１：３０
　　　　　　C　　５：４５～８：１５　　１６：００～２１：３０
　　　　　　（宿直　月６回程度・・・１回の宿直３，５００円）

　　　（７）休　　　日　　４週６休及び祝日休
　　　　　　リフレッシュ休暇　毎年３日間（有給休暇２日を加え）
最長５日取得可能
他　各種休暇あり
※　勤務時間、休日については、毎月の勤務表により指定する。

　　　（８）加入保険等　　健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険
退職共済制度

　　　（９）特記事項
・本業務へ従事するに当たっては、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。）に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
 ・特定性犯罪の前科がある場合（特定性犯罪事実該当者の場合）は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、当法人の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。 
・予め国への照会手続きを行うため、採用試験時に誓約書を提出していただきます。


５・　お問い合わせ　社会福祉法人会津児童園　事務長　室井裕子（0242-92-3250）
　　　　　
